
令和５年度一般会計補正予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                     脱炭素社会推進課（内線：７８７４）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）ＬＰガス料金高騰

対策支援事業 
0 450,000 450,000 450,000    

トータルコスト 0 450,780 450,780 
（補正に係る主な業務内容） 

委託業務・補助金等交付に係る事務 

従事する職員数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

事業内容の説明       【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

ＬＰガス料金の高騰を受け、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業で支援対象でないＬＰガスに

ついて、ＬＰガス販売事業者を通じて契約者の負担軽減を図る。 

２ 主な事業内容 

 （単位：千円）

※ＬＰガス事業者のシステム改修費は予備費で対応済 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

ＬＰガス料金の高騰に対して、国の支援対象でないＬＰガスについて、約 15 万者のＬＰガス使

用者の負担軽減を図る。 

対象者 予算額 

 鳥取県ＬＰガス協会を通じて、ＬＰガス使用料金を値下げした事業者に対して

補助する。 

[補助対象者]（一社）鳥取県ＬＰガス協会 

[補助率] 10/10 

[補助額] 3,000 円/契約者×150,000 者 

※補助額の根拠  

鳥取県内のＬＰガス料金の動向からＬＰガス使用者の負担増を 500 円/月と算

定し、６カ月相当分を支援（一契約あたり 3,000 円） 

450,000
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令和５年度一般会計補正予算説明資料 
７款 商工費 
 ２項 工鉱業費                           企業支援課（内線：７６５８） 
    １目 工鉱業総務費                                       （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）特別高圧電力
料金高騰対策支援事
業 

0 300,000 300,000 300,000

トータルコスト 0 301,559 301,559 （補正に係る主な業務内容） 
申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付事務従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人

事業内容の説明        【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要

電気代等のエネルギー価格高騰に対する国の支援制度の対象外となっている特別高圧電力契約利

用事業者（県内中小事業者等）を対象に支援を行う。 

２ 主な事業内容 

 （単位：千円）

区分 内容 予算額 

特別高圧電力

料金高騰対策

補助金 

（１）補助対象者 

  特別高圧電力供給契約を行っている県内中小事業者等 

  （大企業等を除く。） 

  ※大型商業店舗等において特別高圧電力を共同受電する事

業者（テナント）等も対象とする。 

（２）補助対象経費 

  令和５年４月から９月までの電力使用量（実績値） 

（３）補助率（補助単価） 

  電力使用量１kwh当たり３．５円 

  （令和５年９月分は１kwh当たり１．８円） 

  ※国の高圧電力契約（企業向け）への支援と同単価とする。

（４）補助限度額 

  １事業者当たり １０，０００千円 

  ※共同受電の場合は、特別高圧電力契約主体を１事業者とし

て限度額１０，０００千円を適用する。 

300,000

  ※特別高圧電力契約：供給電圧２万V（ボルト）以上で、かつ契約電力が２千kw以上の電力供給

契約 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

電力価格高騰の影響を受ける県内の特別高圧契約利用事業者等を支援する。 

＜取組状況・改善点＞ 

電気料金の高騰について、令和５年１月使用分から９月使用分まで、国の電気・ガス価格激変

緩和対策事業により、低圧契約（家庭・企業向け）は各使用量に応じて７円／kwh（９月使用分

は３．５円／kwh）、高圧契約（企業向け）は３．５円／kwh（９月使用分は１．８円／kwh）の

支援が行われている。 
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令和５年度一般会計補正予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２４７）

３目 環境衛生連絡調整費                           （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)クリーニング業 

燃料費高騰対策事業 
0 5,450 5,450 5,450    

トータルコスト 0 6,230 6,230 
（補正に係る主な業務内容） 

補助金交付業務 

従事する職員数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

事業内容の説明      【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

コロナ禍による顧客減に加えて、経費の４割を燃料費が占め、原油価格高騰の影響を大きく受け

ているクリーニング業を支援し、経営の安定化を図る。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

内 容 予算額 

 県内のクリーニング事業者に対して、事業に要する燃料費（重油・灯油）の一

部を支援する。 

[補助対象者]  県内クリーニング事業者（取次所を除く、109 店舗） 

[補助対象額] ６か月分の燃料使用量 × 重油 31円／L（灯油の場合 34 円/L）

※単価は令和５年１月の価格と令和２年度の平均価格の差額 

[補 助 率] 1/2 

[補助上限額] 50 千円 

5,450

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

燃料費等の高騰により、経営が圧迫されているクリーニング業の経営の安定化を図り、県民の

生活衛生環境の維持・向上に努める。 
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令和５年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費／４目 老人福祉費／12目 障がい者自立支援事業費 
 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費／５目 児童福祉施設費 

４款 衛生費 ４項 医薬費   ２目 医務費 

                                   医療政策課（内線：７２０７）

 （単位：千円）

事 業 名 補正前 補正 計
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）医療・社会福

祉・保育施設等物価

高騰対策支援事業

0 1,340,000 1,340,000 1,340,000

トータルコスト 0 1,343,899 1,343,899 （補正に係る主な業務内容）

 応援金支給事務等従事する職員数 0.0人 0.5人 0.5人

事業内容の説明             【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、医療機関、社会福祉施設、保育施設等において、光

熱費等の負担増が継続している。他方、収入は原則公定価格で決まっており、高騰分を価格転嫁できない。こ
うした状況を踏まえ、県内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し応援金を追加支給
する。 

２ 主な事業内容 
県内に所在する医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し、施設区分、提供するサービ

ス種別等に応じた応援金を支給する。 

区分 支給対象者 支給額 
補正額 
（千円） 

（１）医療機
関等物価高騰
対策支援事業 

病院、診療
所、助産所、
薬局を運営
する事業者 

・病院：350～700千円/施設（20～65千円/病床を加算） 
※救急告示医療機関（精神科救急医療施設含む）350千円/施設を加算 
・有床診療所：250千円/施設（20～30千円/病床を加算） 
・無床診療所・歯科診療所：200千円/施設 
・助産所・薬局：70千円/施設 

510,000 

（２）高齢者
施設等物価高
騰対策支援事
業  

高齢者介
護・福祉サ
ービス事業
所等を運営
する法人 

・入所・居住系施設：350千円/施設（20千円/定員・人を加算） 
・(看護)小規模多機能型居宅介護施設：300千円/施設 
・通所系施設：100千円/施設（５千円/定員・人を加算） 
・訪問系施設：70～100千円/施設 
・居宅介護支援事業所：70千円/施設 

620,000 

（３）障がい
児・者施設等
物価高騰対策
支援事業  

障害福祉サ
ービス事業
所等を運営
する法人 

・入所系施設（施設入所支援）：350千円/施設（20千円/定員・人を加算）
・通所系施設（生活介護）：140千円/施設（５千円/定員・人を加算） 
・居住系施設：100千円/施設（７千円/定員・人を加算） 
・訪問系施設：70～100千円/施設 
・通所系施設（短期入所等）：55千円/施設（５千円/定員・人を加算） 

126,300 

（４）救護施
設物価高騰対
策支援事業 

救護施設を
運営する法
人 

・350千円/施設（20千円/定員・人を加算） 
3,700 

（５）保育施
設等物価高騰
対策支援事業 

保育施設等
を運営する
事業者 

・保育施設等：4.2千円/児童・人 
・子ども食堂：67千円/施設 
・児童養護施設等：25～33千円/入所児童等・人(世帯) 

８千円/通所児童・人 
・DV被害者等支援施設：36千円/施設 

80,000 

合 計 1,340,000
※県内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対して、物価高騰による影響額のサンプ
ル調査を実施し、影響度合に応じた支給単価を設定した。 

※公立施設は支給対象外 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・医療機関、社会福祉施設、保育施設等に対し、物価高騰に係る応援金を支給することにより、安心、安全で
質の高い医療や福祉・保育サービスの提供の維持を図る。 

・令和４年９月補正で同応援金を創設し、県内全ての医療機関、社会福祉施設等へ支給（支給額：708,669千円）
した。今回の応援金については、改めて施設ごとの影響額をサンプル調査し、支給単価の見直しを実施した。
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令和５年度一般会計補正予算説明資料 
７款 商工費 
 １項 商業費                            商工政策課（内線：７２１２） 
    ２目 商業振興費                                         （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）物価高騰を乗
り越える事業者支援
事業 

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000

トータルコスト 0 1,007,797 1,007,797 （補正に係る主な業務内容） 
補助金審査・交付手続 等 従事する職員数 0.0人 1.0人 1.0人

事業内容の説明          【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  物価高騰等による厳しい経営環境が続く中にあっても、売上や利益回復に向けて物価高騰対策等の前

向きな取組を行う県内事業者を支援するため、補助金を交付する。 

本事業は、令和５年度当初予算で措置した「コロナ禍・物価高騰に立ち向かう事業者支援事業」とと

もに切れ目なく執行し、申込期限を９月末まで延長する。 

２ 主な事業内容 

 【新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金】（1,000,000 千円） 

補助対象者 営利事業を営む県内中小・小規模事業者 

補助対象経費 

物価高騰対策等として前向きに取り組む以下の事業に要する経費 
・省エネ投資（省エネ・効率化のための機器導入等） 
・高効率・高収益化のための仕組みづくり（デジタル化等） 
・価格適正化理解に向けた広報、高付加価値商品の開発等 
・需要確保の取組（新規顧客獲得や固定客確保等） 
・その他、事業多角化や物価高騰対策に資する取組 

補助率 
補助限度額等 

ア 補助要件 
令和４年４月以降の連続する任意の３か月分の売上又は売上総利益（粗利）が

10％以上減少していること。 

[比較期間] 

売上 過去３年（平成 31 年４月以降）のいずれかの年の同期間分の売上

売上総利益 
（粗利） 

前年（令和３年４月以降）の同期間分の売上総利益（粗利） 

イ 補助率・補助限度額等 

要件 補助率 補助限度額 

以下のいずれかを満たしていること 
・売上        10％以上減少 
・売上総利益（粗利） 10％以上減少 

１／２ 150 千円～1,500 千円 

（利益回復特別枠） 

要件 補助率 補助限度額 

売上 10％以上減少事業者のうち、 
売上総利益（粗利）30％以上減少 

２／３ 200 千円～2,000 千円 

ウ 申込期限 令和５年６月末（三次募集）、令和５年９月末（四次募集） 
エ 事業実施期限 令和５年 12 月末 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

 ・物価高騰下でも事業継続できる県内経済の基盤を構築する。 

＜取組状況・改善点＞ 

  ・令和４年９月補正予算計上の「新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金」（８億円）について

は、令和４年10月18日から11月30日まで一次募集を実施し、968件（9.9億円）の申請を受け付けた

（事業実施期限は令和５年１月末）。 

・さらに、令和４年12月補正予算において同補助金を増額し（８億円）、令和５年１月10日から３

月31日まで二次募集を実施し、1,102件（12.9億円）の申請を受け付けた（事業実施期限は令和５

年９月末）。 

・加えて、令和５年度当初予算において同補助金の更なる増額（５億円）を行うとともに令和４年

度予算の予備費を充当（1.3億円）して切れ目なく補助金を活用できるよう予算を措置し、現在、

６月30日を申込期限とする三次募集を実施している。 
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令和５年度一般会計補正予算説明資料
10款　教育費
　７項　保健体育費  体育保健課 、 教育環境課 （ 内線 ： ７５２６ ）
　　１目　保健体育総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）学校給
食費等負担軽
減事業

0 12,454 12,454 12,454

トータルコスト 0 13,234 13,234（補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人補助金事務

事業内容の説明 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　県立学校の給食業務委託事業者等に対して、食材の価格高騰に伴う学校給食費等の引上げ額を支援することに
より保護者の負担軽減を図る。

２　主な事業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　　 　 　　 　 　 　 　　　　　　　　　 （単位：千円）
区分 事業内容 予算額

学校給食費の
負担軽減

学校給食費を引き上げる県立学校の給食業務委託事業者に対して、令和５年
度学校給食費の保護者負担額を増額しないため、その差額分を補助する。
＜算定方法＞
令和３年度学校給食費等単価と令和５年度学校給食費等単価の差に令和５年
度年間食数を乗じる。
※価格高騰前の令和３年度単価を基準とする。
＜事業期間＞
令和５年４月～令和６年２月

5,150

学校寄宿舎食
費の負担軽減

寄宿舎食費を引き上げる県立学校の寄宿舎食調理業務事業者に対して、令和
５年度寄宿舎食費の保護者負担額を増額しないため、その差額分を補助す
る。
＜算定方法＞
令和３年度食材費単価と令和５年度食材費単価の差に令和５年度年間食数を
乗じる。
※価格高騰前の令和３年度単価を基準とする。
＜事業期間＞
令和５年４月～令和６年２月

7,304

合計 12,454

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　食材費等の高騰による学校給食費等に係る保護者の負担軽減を図る。
＜取組状況・改善点＞
・学校給食の実施に当たっては、県立特別支援学校の学校給食の調理業務を民間業者等に委託し、学校給食衛生
　管理基準に基づく給食従事者の職員健康診断の実施など、安全・安心な学校給食を提供している。
・食材費等の高騰による学校給食費等の値上額を支援することにより、保護者の負担を軽減するとともに、学校
　給食の提供を円滑に行う。
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令和５年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　３項　観光費

観光戦略課 （ 内線 ： ７２７１ ）
→ 事業実施 ： 輝 く 鳥取創造本部 観光戦略課

　　１目　観光費 （単位：千円）
財　　源　　内　　訳

事 業 名 補正前 補　正 計
国庫支出金 起債 その他 一般財源

備考

（新）閑散期
における観光
需要喚起対策
事業

0 50,000 50,000 50,000

トータルコスト 0 50,780 50,780（補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人大手ＷＥＢ系旅行会社との連絡調整、委託事務

事業内容の説明 【「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　観光需要喚起策「ウェルカニとっとり得々割（全国旅行支援）」終了後（６月末）の観光需要喚起促進策とし
て、大手宿泊予約サイトを活用して、宿泊割引を実施し、県内への誘客促進を図る。

２　主な事業内容

　夏以降の閑散期に宿泊割引を実施し、本県への誘客を図る。　

宿泊費の区分 宿泊割引額（定額） 発行枚数 予算額
５，０００円以上 １，０００円 ３０，０００枚 ３０，０００千円

１０，０００円以上 ２，０００円 １０，０００枚 ２０，０００千円
合計 ５０，０００千円

※宿泊割引額（定額）は、割引率２０％以内となるよう設定。
※具体的な実施時期は、夏以降の旅行動態を踏まえ機動的に設定。

３　事業目標・取組状況・改善点

・新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな打撃を受けた県内観光産業に対し「#WeLove山陰キャンペー
　　 ン」や「ウェルカニとっとり得々割（全国旅行支援）」など県内観光需要喚起策を実施してきた。

・全国旅行支援終了後に旅行需要が落ち込むと想定され、その上での閑散期対策として、旅行動態を踏まえて宿
　　 泊割引を実施することで切れ目なく旅行需要を継続させる。

　【参考】ウェルカニとっとり得々割（全国旅行支援）の制度内容（令和５年６月３０日までの事業内容）

対象 日本国内の居住者

割引率 ２０％

上限額 交通費付き宿泊旅行商品　５，０００円

交通費なし宿泊旅行商品、日帰り旅行商品　３，０００円

クーポン ＜平日＞２，０００円（旅行代金３，０００円以上）

＜休日＞１，０００円（旅行代金２，０００円以上）
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令和５年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　３項　観光費

観光戦略課 （ 内線 ： ７２７１ ）
→ 事業実施 ： 輝 く 鳥取創造本部 観光戦略課

　　１目　観光費 （単位：千円）
財　　源　　内　　訳

事 業 名 補正前 補　正 計
国庫支出金 起債 その他 一般財源

備考

観光需要回復
加速化緊急対
策事業（バス
旅行商品支
援）

50,000 50,000 100,000 50,000

トータルコスト 52,339 50,780 103,119（補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.3人 0.1人 0.4人補助金事務

事業内容の説明 【「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　本県への宿泊又は周遊を伴うバス旅行造成に対する支援を行うことで、県内宿泊施設への宿泊及び観光施設へ
の来場を促し、団体旅行需要を加速度的に回復させ、本県への誘客促進を図る。

２　主な事業内容

　本県での宿泊・周遊を伴う団体観光客を誘致するため、バスツアー造成に対する支援を行う。
　（事業終期を令和５年９月３０日から令和６年３月上旬まで延長する。）

【補助内容等】

 区分 内容

事業期間 　令和５年４月１日～令和６年３月上旬

事業主体 　公益社団法人鳥取県観光連盟

事
業
内
容

補助
対象
経費

(商品
支援
に要
する
経費)

　支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援

【対象となる旅行会社及び旅行形態】

県内外の旅行会社　※通常時：県外の旅行会社のみ

受注型企画旅行、募集型企画旅行

【支援の条件】

令和５年４月１日以降に出発し、令和６年３月上旬までに帰着する旅行を支援の対象とする。

県内宿泊施設での宿泊（土・祝祭日前日を含む）又は日帰り周遊（土日・祝祭日を含む）　

１バス９名以上（実績）　※通常時：１バス１２名以上（実績）

鳥取県観光連盟が作成する「鳥取県観光素材集」より２箇所以上の観光施設を選択すること。

鳥取県観光連盟が作成する「鳥取県観光素材集食事編」より１箇所以上の食事提供施設を選択す

ること。

【補助内容】

区分 対象日 １台当たり
補助金額

１事業所当たり
補助上限額

（１）土曜日、祝祭日前日 30千円宿泊あり
（２）（１）以外の日 60千円

4,000千円

（１）土・日曜日、祝祭日 15千円宿泊なし
（２）（１）以外の日 30千円

2,000千円

　　　※通常時：（宿泊あり）平日のみ、30千円／台、上限額600千円

　（宿泊なし）平日のみ、15千円／台、上限額300千円

予算額 　５０，０００千円（１０月～３月分）

３　事業目標・取組状況・改善点

・新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に落ち込んだ団体旅行需要を加速度的に回復させる。
　 ・新型コロナウイルス感染症５類移行に伴い旅行需要が高まっている中で、この好機を活かして継続的な需
　　　要喚起につなげる。
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令和５年度一般会計補正予算説明資料
２款　総務費
　２項　企画費

地域交通政策課 （ 内線 ： ７０９８ ）
→ 事業実施 ： 輝 く 鳥取創造本部交通政策課

　　３目　交通対策費 （単位：千円）
財　　源　　内　　訳

事 業 名 補正前 補　正 計
国庫支出金 起債 その他 一般財源

備考

（新）交通事
業者物価高騰
対策支援事業

0 57,000 57,000 57,000

トータルコスト 0 57,780 57,780（補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人交通事業者への補助

事業内容の説明 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルスの影響に加え、昨今の燃料・原材料費の高騰により、県内の交通事業者は厳しい経営環境
に置かれているが、地域住民の移動手段確保の観点から、燃料等の節約や運賃への価格転嫁は困難である。地域
公共交通が県民生活や地域経済を支える重要なインフラであることに鑑み、運行を継続する交通事業者を緊急的
に支援する。

２　主な事業内容

(１)バス、タクシー事業者への緊急支援　　４１，０００千円

　燃料、物価高騰により厳しい経営状況にあるバス、タクシー事業者に対して車両維持に係るメンテナンス費
用及びタイヤ購入費用について、緊急、かつ、臨時的に支援する。（定額支援）

　　　※路線、高速、貸切バス約450台、タクシー約600台を対象とする。

(２)第三セクター鉄道事業者動力費等支援　　１６，０００千円

　第三セクター鉄道事業者の燃料費の増加等に対し沿線自治体と協調して、緊急、かつ、臨時的に支援する。
（定額支援）

３　事業目標・取組状況・改善点

○事業目標
　交通事業者を支援し、地域住民の移動手段を守る。

○取組状況
　　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で急激に悪化した経営状況下においても、事業を継続してきた交通
　　事業者に対して、経営状況等に応じて必要な支援を随時実施。
　　　・バス、タクシー事業者への燃費向上に資する車両整備支援や広報委託
　　　・貸切バスの利用代金の割引支援等
　　　・第三セクター鉄道事業者に対する国補正実証運行支援との協調補助
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令和５年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費 
 １項 商業費                            企業支援課（内線：７６５８） 
    ３目 金融対策費                                          （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）エネルギー・
原材料価格高騰対
策特別金融支援事
業 

0 6,169 6,169 6,169

トータルコスト 0 7,728 7,728 （補正に係る主な業務内容） 
利子及び保証料補助金交付事務、融資相談、制度内
容紹介 従事する職員数   0.0人   0.2人  0.2人

事業内容の説明        【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】 

１ 事業の目的、概要 

エネルギー・原材料価格の高騰による県内中小企業者への悪影響の長期化が想定されるため、令和５

年度当初予算により現在発動中の地域経済変動対策資金（エネルギー・原材料価格高騰対策枠）の融資

枠の拡充及び受付期間の延長を行うとともに、市町村と協調した最大実質無利子化（最長３年間）を実

施することにより、当該資金を利用する中小事業者の利子負担の軽減を図る。 

２ 主な事業内容 

・地域経済変動対策資金（エネルギー・原材料価格高騰対策枠）の融資枠を３０億円から６０億円に拡

充する。

・同資金の申込受付期間を令和５年６月末から同年１２月末まで延長する。 

・市町村が同資金を利用する県内中小企業者等の利子負担（借換資金に係る部分を除く）に対し補助す

る場合、最長３年間、市町村の補助に要する経費の１／２を補助（間接補助）する。 

【鳥取県地域経済変動対策資金（エネルギー・原材料価格高騰対策枠）の内容】 

融資対象者 

エネルギー・原材料価格高騰に起因する著しい需要の減少により、次のいずれかに

該当する者 

 ア 最近３か月の平均売上高等が前年同期比５％以上減少 

 イ 最近１か月（実績）とその後２か月を含む３か月間の売上高等見込みが前年

同期比５％以上減少 

 ウ 最近１か月の売上総利益率又は営業利益率が前年同月と比べ減少 

資金使途 
運転資金、設備資金又は借換資金（借換資金は、運転資金又は設備資金の借入に併

せて保証付き借入金の取りまとめを行う場合に限る。） 

融資限度額 ２億８，０００万円 

融資期間 １０年以内（据置３年以内を含む） 

融資利率 年１．４３パーセント 

信用保証料率 年０．２３～０．６８パーセント（９区分）  

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

地域経済に大きな影響を及ぼす経済環境の変化に対して対策資金を機動的に発動し、県内中小企業者

等の資金需要に即応できる体制を整える。 

＜取組状況・改善点＞ 

令和３年度以降、燃油・原材料価格の高騰、円安等により経営上の影響を受ける県内中小企業者に対

して「地域経済変動対策資金」を発動し、切れ目ない資金繰り支援を実施している。 

（これまでの融資実績：404件 6,624,407千円（令和５年４月末現在）） 
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令和５年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費                                福祉保健課（内線：７８５９） 

 １項 社会福祉費                            →事業実施：孤独・孤立対策課

１目 社会福祉総務費                                  （単位：千円）

事 業 名 補正前 補正 計
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

生活困窮者光熱費等

支援事業 144,500 144,500 289,000 144,500

トータルコスト 146,059 145,280 291,339 （補正に係る主な業務内容）

補助金交付事務従事する職員数 0.2人 0.1人 0.3人

事業内容の説明                 【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

物価高騰が継続していることから、孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者に対し、当面の生活を維持し、自立に

向けた活動が円滑に行われるよう、緊急的な支援を実施する。 

２ 主な事業内容 

物価高騰の影響を受けている生活困窮者に対し、エアコン等光熱費の助成を行う市町村への補助金を継続実施し、切

れ目のない生活困窮者の生活支援対策を行う。 

・対象者：市町村が支援対象として認める世帯（生活保護受給世帯等）※17,000世帯を想定 

・補助率：1/2 

・１世帯当たり補助基準額：17千円（令和３年度からの電気料金上昇見込み分約5.5千円×３か月分） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・孤独・孤立に陥る危険性の高い生活困窮者に対し、緊急的な支援を実施することにより、当面の生活を維持するとと

もに、自立に向けた継続的な支援を推進する。 

・令和５年度当初予算で144,500千円を計上済であり、現在交付手続きを行っている。
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令和５年度一般会計補正予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                     くらしの安心推進課（内線：７１８５）

３目 環境衛生連絡調整費                            （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

公衆浴場原油価格高騰対

策事業  
385 3,111 3,496 3,111    

トータルコスト 1,165 3,891 5,056 
（補正に係る主な業務内容） 

補助金交付業務（補助上限額及び補助対象の拡

充） 従事する職員数 0.1 人 0.1 人 0.2 人 

事業内容の説明       【「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

原油価格等の高騰により影響を受ける一般公衆浴場（※）に対して燃料費等の助成を行うことに

より、浴場の適正な管理・運営の確保を図る。 

   ※一般公衆浴場：物価統制令の適用を受ける公衆浴場 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

燃料費等高騰に

対する支援 

【拡充】 

 一般公衆浴場に対して燃料費等（湯の加温に要するものに限る）

を助成する市町に補助する。 
【Ｒ５年度当初予算からの拡充】 

補助対象額の上限を 155 千円(重油使用量６か月分･５千 L)から 

3,100 千円（重油使用量 1年分･10 万 L）に引上げる。 

［対 象 施 設］５施設（３市町） 

※温泉等で加温の必要がない２施設を除く 

［補助対象額］年間重油使用量×31 円／L 

上限 3,100 千円（10 万 L） 

［補 助 率］1/2(市町間接補助) 

1,961 

電気料金高騰に

対する支援 

【新規】 

 一般公衆浴場に対して施設運営に要する電気料金（湯の加温に要

するものを除く）を助成する市町に補助する。

［対 象 施 設］ ７施設（４市町） 

［補助対象額］ 100～600 千円／施設 

令和４年度の年間電気使用量の区分に応じて次に掲げる額 

（ア）100,000kWh 以上 600 千円／施設 

（イ）50,000kWh 以上  300 千円／施設 

（ウ）50,000kWh 未満  100 千円／施設 

［補 助 率］1/2（市町間接補助） 

1,150 

合 計 3,111 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

原油価格等の高騰により、経営が圧迫されている一般公衆浴場に支援を行い、公衆衛生の維持・

向上に努める。 

【取組状況・改善点】 

・これまで一般公衆浴場には年間重油使用量１万 Lを上限に助成していたが、１万 Lを超過する

施設が３か所あることから上限を年間１万 Lから 10 万 L に引き上げた。 

・電気料金高騰によって浴場の経営が圧迫されている状況を踏まえ、施設運営に要する電気料金

に対する助成を追加した。 
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